
京田辺市告示第１４１号 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項及び第

１６７条の１１第２項の規定により、京田辺市が発注する測量業務、土木関係

建設コンサルタント業務、地質調査業務、建築関係建設コンサルタント業務、

補償コンサルタント業務、環境測定業務等（以下「業務」という。）に係る令

和８年度及び令和９年度の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」

という。）に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請時期及び方法

について次のとおり定めたので、同令第１６７条の５第２項の規定により公示

する。 

 

  令和７年９月１０日 

 

京田辺市長  上 村  崇   

 

 

 業務に係る競争入札参加資格並びにその資格審査の申請時期及び方法につい

て 

 

 （競争入札参加資格審査の対象区分及び申請ができる者の要件） 

第１条 競争入札参加資格審査（以下「資格審査」という。）の対象とするのは、 

次に掲げる業務とする。 

（１） 測量業務 

（２） 土木関係建設コンサルタント業務 

（３） 地質調査業務 

（４） 建築関係建設コンサルタント業務 

（５） 補償コンサルタント業務 

（６） 環境測定業務 

（７） その他業務 

２ 前項の業務について、資格審査の申請（以下「申請」という。）をする場



合の要件は、次のとおりとする。 

 （１） 測量業務に申請をする場合は、測量法（昭和２４年法律第１８８号）

第５５条第１項による登録を受けており、かつ、直前２年間に当該業

務での実績高を有すること。 

 （２） 土木関係建設コンサルタント業務に申請をする場合は、建設コンサ

ルタント登録規程（昭和５２年建設省告示第７１７号）第２条第１項

による登録を受けており、かつ、直前２年間に当該業務での実績高を

有すること。 

 （３） 地質調査業務に申請をする場合は、地質調査業者登録規程（昭和５

２年建設省告示第７１８号）第２条第１項による登録を受けており、

かつ、直前２年間に当該業務での実績高を有すること。 

 （４）  建築関係建設コンサルタント業務に申請をする場合は、建築士法（昭

和２５年法律第２０２号）第２３条第１項による登録を受けており、

かつ、直前２年間に当該業務での実績高を有すること。 

 （５） 補償コンサルタント業務に申請をする場合は、補償コンサルタント

登録規程（昭和５９年建設省告示第１３４１号）第２条第１項による

登録を受けており、かつ、いずれも直前２年間に当該業務での実績高

を有すること。 

 （６） 環境測定業務に申請をする場合は、計量法（平成４年法律第５１号）

第１０７条による登録を受けており、かつ、直前２年間に当該業務で

の実績高を有すること。 

 （７） その他業務として、施工管理（土木工事）業務又は下水漏水調査業

務に申請をする場合は、直前２年間に当該業務での実績高を有するこ

と。    

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、申請をす

ることができない。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項

の規定に該当する者 

（２） 測量・建設コンサルタント業務等入札参加資格審査申請書（別記様式

第１号。以下「資格審査申請書」という。）を提出するときに京田辺市



税又は消費税若しくは地方消費税を滞納している者 

（３） 資格審査申請書を提出するときまでに、京田辺市が発注した業務に関

係する債務について履行期限等を経過し、いまだ当該債務を履行してい

ない者 

（４） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団のほか、次

のアからウまでのいずれかに該当する者 

 ア 暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。） 

   イ 暴力団員等（京田辺市暴力団排除条例（平成２５年京田辺市条例第

２０号）第２条第４号に規定する暴力団員等をいう。） 

  ウ 暴力団員等及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 

 （競争入札参加者の資格） 

第２条 業務の競争入札に参加することができる者は、前条第１項に規定する

業務ごとに、入札参加資格者名簿に登録（以下「資格者登録」という。）さ

れた者とする。 

２ 資格者登録は、資格審査の結果に基づき決定するものとし、審査した結果、

不適格とした者については登録をしない。この場合において、資格者登録を

しないこととなった者については、その旨を令和６年３月末日までに通知す

る。 

 （資格審査） 

第３条 資格審査は、２会計年度ごとに行うものとする。 

２ 資格審査の項目は、次に掲げる事項のうち、該当するものについて行うも

のとする。 

（１） 業務実績及び業務履行能力 

（２） 不誠実な行為の有無、信用状況等 

（３） その他市長が必要と認めた事項 

 （資格審査申請書の提出期間等） 

第４条 資格審査を受けようとする者は、次項で定める提出期間内に資格審査

申請書を市長に提出しなければならない。ただし、競争入札に参加させる者

がない場合又は競争入札に参加させる者の数が必要数に満たない場合におい



て、別に市長が資格審査申請書の提出を求めたときは、この限りでない。 

２ 資格審査申請書の提出期間、受付時間及び受付場所は、次の表のとおりと

する。 

（１） 電子申請による申請方法 

申請期間 
令和７年１０月１日午前９時から 

令和７年１２月２２日午後４時まで 

申請方法 
京田辺市役所ホームページの「事業者の方へ」から「入札参加資

格審査電子申請システム」にアクセスして申請してください。 

（２） 書面申請（郵送）による提出方法 

提出期間 
令和７年１２月１日から令和７年１２月２２日まで 

（令和７年１２月２２日必着） 

提 出 先 
京田辺市役所 建設部 建設政策推進室 

〒６１０－０３９３ 京都府京田辺市田辺８０番地 

注意事項 

受付後に受領書又は不備書類明細書を送付しますので、宛名を記

入して１１０円切手を貼った返信用定形封筒を同封してくださ

い。 

封筒に「建設工事等入札参加資格申請書在中」と朱書きしてくだ

さい。 

郵送の不着等による責任は、一切負いません。 

郵送料金不足の書類は、受け付けません。  

３ 資格審査申請書の受付は、電子申請又は書面申請（郵送）により提出され

たものについてのみ行うものとする。 

 （添付書類） 

第５条 資格審査申請書には、別表に掲げる書類のうち、該当する書類を添付

しなければならない。ただし、電子申請においては、入力フォームで指定し

たものとする。 

２ 前項の添付書類は、資格審査申請書を表面として、別表の番号順に、各１

部ずつ重ねて水色のＡ４ファイル綴じにし、同ファイルの表紙及び背表紙に

は、業者名を記載するものとする。ただし、電子申請においては書面での郵



送等は不要とする。 

 （競争入札参加資格の有効期間） 

第６条 競争入札参加資格の有効期間は、令和８年４月１日から令和１０年３

月３１日までとする。 

 （資格審査申請書の変更届） 

第７条 資格審査申請書を提出した者は、次に定める事項に変更が生じたとき

は、直ちに測量・建設コンサルタント業務等入札参加資格審査申請書記載事

項変更届（別記様式第９号）に変更事項を記入し、当該変更事項を証明でき

る書類を添えて、市長に提出しなければならない。なお、電子申請において

は入力フォームで指定したものとし、書面での郵送等は不要とする。 

（１） 商号又は名称 

（２） 代表者 

（３） 主たる営業所（本店等）の所在地 

（４） 受任者 

（５） 印鑑 

（６） 電話番号又はＦＡＸ番号 

（７） 業務に係る登録年月日、登録番号又は登録業種 

（登録の取消し） 

第８条 競争入札参加資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当するに至

ったときは、資格者登録を取り消すことができる。 

（１） 契約の履行に当たり、不正の行為をしたとき。 

 （２） 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき、又

は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合し

たとき。 

 （３） 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨

げたとき。 

 （４） 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規

定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 

 （５） 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき。 

 （６） 前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を



契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したと

き。 

 （７） 資格審査申請書又はその添付書類に虚偽の記載をしたとき。 

（８） 第１条第３項第１号又は第４号の規定に該当することとなったとき。 

 （委任） 

第９条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

 



別表

番号 項目一覧 必要書類 必須

1 事業者情報 ◯

2 受任先情報 △

3 登録を受けている事業 ○

4
経営規模等の

概要・有資格者数
○

5-1
使用印鑑届

（別記様式第５号）
○

5-2 代表者印鑑証明書 ○

5-3
商業登記簿謄本

又は
事業主の後見等証明書

○

5-4 京田辺市税納税証明書 △

5-5 消費税等納税証明書 ○

6-1 登録証明書等 ○

6-2 技術者経歴書 ○

6-3 現況報告書 △

6-4
業務経歴書

（別記様式第２号）
○

6-5
営業所一覧表

（別記様式第３号）
○

7 変更届 ※

　(注）○は提出必須、△は該当がある場合のみ提出。
       ※は申請後に変更があった場合に提出。

添付書類２

添付書類１

測量・建設コンサルタント業務等入札参加資格審査申請書類一覧
【電子申請の場合】



別表

番号 書類名 提出

1
測量・建設コンサルタント業務等入札参加資格審査申請書

（別記様式第１号）
○

2 登録証明書等 ○

3
業務経歴書

（別記様式第２号）
○

4 京田辺市税納税証明書 △

5 消費税等納税証明書 ○

6 現況報告書 △

7
営業所一覧表

（別記様式第３号）
○

8
技術者経歴書

（別記様式第４号）
○

9
商業登記簿謄本

又は
事業主の後見等証明書

○

10
使用印鑑届

（別記様式第５号）
○

11 代表者印鑑証明書 ○

13
誓約書

（別記様式第７号）
○

14
測量・建設コンサルタント業務等入札参加資格審査申請受付簿

（別記様式第８号）
○

15
測量・建設コンサルタント業務等入札参加資格審査申請書記載事項

変更届
（別記様式第９号）

※

　(注）○は提出必須、△は該当がある場合のみ提出。
　　　 ※は申請後に変更があった場合に提出。

12
委任状

（別記様式第６号）
△

測量・建設コンサルタント業務等入札参加資格審査申請書類一覧
【書面申請の場合】


